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税（科）目 期 納　期　限
（口座振替日）

〈予告〉１０月の納期
　○市民税・県民税　　　　　普通徴収３期
　○国民健康保険税
　○介護保険料
　○後期高齢者医療保険料
　　※納期限／口座振替日＝１０/ ３１㈬

  国民健康保険税

普通徴収 ３期 １０/ １
㈪  介護保険料

  後期高齢者医療保険料

【お願い】 口座振替を登録されている人は、振替日前に預金残高の確認をお願いします。

９月納期限（口座振替日）のお知らせ

普通徴収
（４期）

税務課（☎�０２１５）
　後期高齢者医療保険料は保険課（☎�０２５８）

　国民年金保険料（月額１４，９８０円）は、金融機関または主なコンビニエンスストアで納めることができます。
しかし、「毎月支払いに行くのは、ちょっと面倒」という人は、口座振替にしてみてはいかがでしょうか。納付の
手間や時間が省けて便利で、納め忘れがなく確実です。
　申込みの手続きは、預（貯）金口座のある金融機関・ゆうちょ銀行（郵便局）の窓口でお願いします。翌日末
振り替えの月別納付に加えて、保険料が５０円割り引かれる当月末振替（早割り制度）もあります。
　詳しくはお問い合わせください。

  国民年金の支払いは口座振替が便利です！ 市民課（☎�０２５２）
　日本年金機構高梁年金事務所（☎�０５７２）

 
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

10
月
１
日
か
ら
新
し
く
な
り
ま
す

　
新
し
い
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
（
う
す
紫
色
・
カ
ー
ド
型
）
を
９

月
下
旬
に
世
帯
主
あ
て
に
郵
送
し
ま

す
。
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
な
ど

に
誤
り
が
な
い
か
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

　
新
し
い
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限

は
、
平
成
25
年
９
月
30
日
㈪
で
す
。

※
平
成
25
年
９
月
30
日
㈪
ま
で
に
75

歳
に
な
る
人
と
、
退
職
被
保
険
者
で

65
歳
に
な
る
人
は
、
有
効
期
限
が
異

な
り
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
状
況
に

よ
っ
て
は
、
納
税
相
談
の
後
、
市
役

所
で
直
接
交
付
し
ま
す
。

【
お
願
い
】

▼
古
い
被
保
険
者
証（
ク
リ
ー
ム
色・

カ
ー
ド
型
）
は
10
月
以
降
、
早
め
に

返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
た
場
合

は
国
民
健
康
保
険
の
資
格
を
喪
失
す

る
手
続
き
を
早
急
に
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

▼
返
却
と
喪
失
の
手
続
き
は
、
市
民

課
、
地
域
局
ま
た
は
地
域
市
民
セ
ン

タ
ー
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
70
～
74
歳
で
、高
齢
受
給
者
証
（
白

色
）
を
お
持
ち
の
場
合
は
、
受
給
者

証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
有
効
期
限
ま

で
被
保
険
者
証
と
一
緒
に
使
用
し
て

く
だ
さ
い
。

市
民
課
（
☎
�
０
２
５
２
）

遊びにおいでよ！ ゆう・ゆうひろば

10月

オープンスペース　毎週金曜日

　　　　　　　　　　 午前10時～11時30分
　　　　　 5日 「もうすぐ祭りだ　準備をしよう」
　　　　　12日 「祭りだ！わっしょい」
　　　　　19日 「あなたも　カメラマン」
　　　　　26日 「赤ちゃんタイム　お話しだいすき」

場  所 子育て支援センター
        　（順正高等看護福祉専門学校２号棟）

子育て支援センター（☎�２４５０）
　子ども課（☎�０２８８）　就学前の子どもたちと保護者の交流の場

サロン 毎週月～金曜日（祝日除く） 
        　午前10時～午後４時

 

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

ご
存
知
で
す
か
？

　
『
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
』
と
は
、

ず
っ
と
使
用
さ
れ
て
き
た
新
薬
の
特

許
が
切
れ
た
後
に
、
同
じ
有
効
成
分

を
使
っ
て
製
造
・
販
売
さ
れ
る
低
価

格
の
医
薬
品
の
こ
と
で
す
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
ご
希
望

の
人
は
、
９
月
下
旬
郵
送
の
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
に
同
封
す
る
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
「
国
保
の
し
お
り
」
の

巻
末
に
、『
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

希
望
カ
ー
ド
』
を
添
付
し
て
い
ま
す

の
で
、
医
療
機
関
等
を
受
診
す
る
と

き
は
こ
の
カ
ー
ド
を
提
示
し
、
医
師

や
薬
剤
師
の
先
生
に
切
り
替
え
が
可

能
か
ど
う
か
の
ご
相
談
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
た
だ
し
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

が
発
売
さ
れ
て
い
な
い
場
合
や
、
医

師
の
判
断
に
よ
り
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
へ
の
切
り
替
え
が
で
き
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。

保
険
課
（
☎
�
０
２
５
８
）

情報コーナー

 

秋
の
交
通
安
全
県
民
運
動

安
全
な
行
動
を
心
が
け
よ
う

　
９
月
21
日
㈮
～
９
月
30
日
㈰
ま
で

の
10
日
間
、「
交
通
ル
ー
ル　

守
っ

て
広
げ
る　

無
事
故
の
輪
」
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
、「
平
成
24
年
秋
の
交

通
安
全
県
民
運
動
」
が
県
下
一
斉
に

展
開
さ
れ
ま
す
。
ド
ラ
イ
バ
ー
は
も

ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
方
々
が
、
交
通

事
故
を
起
こ
さ
な
い
、
ま
た
交
通
事

故
に
遭
わ
な
い
よ
う
安
全
な
行
動
を

心
が
け
ま
し
ょ
う
。

▼
最
重
点
目
標
…
子
ど
も
と
高
齢
者

の
交
通
事
故
防
止

▼
重
点
目
標
…
①
夕
暮
れ
時
と
夜
間

の
歩
行
中
、
自
転
車
乗
用
中
の
交
通

事
故
防
止
②
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト

ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正

し
い
着
用
の
徹
底
③
飲
酒
運
転
の
根

絶
④
交
差
点
に
お
け
る
正
し
い
通
行

の
徹
底高

梁
市
交
通
安
全
対
策
協
議
会
事

務
局
（
市
民
課
内
☎
�
０
２
５
４
）

　市では、10月１日現在で就業構造基
本調査を実施します。
　この調査は、国民のふだんの就業・
不就業の状態を詳細に把握することに
より、雇用対策を始め経済政策などに
必要な基礎資料を得ることを目的に実
施します。
　９月上旬から調査員が、調査対象と
なった世帯に伺いますので、調査の趣
旨をご理解いただき、調査票へのご記
入をお願いします。
　就業構造基本調査により集められた
情報は、「統計法」という法律により厳
重に保護されますので、安心してあり
のままをお答えください。

 企画課（☎�０２０８）

 調査にご協力をお願いします

 平成24年就業構造基本調査

 

障
害
者
虐
待
防
止
法

10
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す

　
障
害
者
虐
待
と
は
、
①
身
体
的
虐

待
②
性
的
虐
待
③
心
理
的
虐
待
④
放

棄
・
放
任
⑤
経
済
的
虐
待
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
行
為
で
す
。

　

何
び
と
も
障
害
の
あ
る
人
に
対

し
、虐
待
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、

家
庭
、
障
害
者
福
祉
施
設
、
職
場
に

お
い
て
虐
待
を
見
つ
け
た
人
は
、
市

町
村
等
に
通
報
の
義
務
が
あ
る
こ
と

が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
虐
待
は
、
早
期
発
見
、
早
期
通
報
、

そ
し
て
悩
ま
ず
相
談
す
る
こ
と
が
、
深

刻
化
を
防
ぐ
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

障
害
の
あ
る
人
へ
の
理
解
を
深

め
、
障
害
の
あ
る
人
が
地
域
の
中
で

尊
厳
を
持
っ
て
暮
ら
せ
る
社
会
を
実

現
し
ま
し
ょ
う
。

福
祉
課
（
☎
�
０
２
８
４
）

 

商
家
資
料
館
池
上
邸

10
月
1
日
か
ら
休
館
に
な
り
ま
す

　
高
梁
市
本
町
の
商
家
資
料
館
池
上

邸
は
、
今
後
、
商
家
の
趣
き
を
感
じ

て
い
た
だ
け
る
「
無
料
休
憩
所
」
と

し
て
模
様
替
え
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
そ
の
準
備
と
し
て
10
月
1
日
㈪
か

ら
休
館
し
ま
す
。

商
工
観
光
課
（
☎
�
０
２
２
９
）

 

児
童
手
当
の
現
況
届

ま
だ
の
人
は
至
急
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人

は
、
毎
年
６
月
に
「
現
況
届
」
を
提

出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
届

は
、
児
童
手
当
を
引
き
続
き
受
給
す

る
要
件
の
有
無
を
確
認
す
る
た
め
の

も
の
で
す
。

　
現
況
届
を
提
出
し
な
い
と
、
平
成

24
年
６
月
分
以
降
の
児
童
手
当
を
受

給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、

所
得
基
準
超
過
の
人
で
も
、
特
例
給

付
（
所
得
基
準
超
過
の
人
は
、
対
象

児
童
１
人
に
つ
き
月
額
５
千
円
が
、

特
別
給
付
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。）

を
受
け
る
た
め
に
は
現
況
届
を
提
出

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
児
童
手
当
の
現
況
届
を
ま
だ
提
出

し
て
い
な
い
人
は
、
至
急
提
出
し
て

い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

子
ど
も
課
（
☎
�
０
２
８
８
）

 

高
梁
市
長
・
市
議
会
議
員
選
挙

９
月
30
日
が
投
票
日
で
す

　

10
月
23
日
で
任
期
満
了
と
な
る
高

梁
市
長
お
よ
び
高
梁
市
議
会
議
員
の

選
挙
を
、
９
月
23
日
㈰
告
示
、
９
月

30
日
㈰
投
票
の
日
程
で
行
い
ま
す
。

　
議
員
定
数
の
改
正
に
よ
り
、
今
回

の
選
挙
か
ら
、
選
出
す
る
議
員
の
定
数

は
20
人
と
な
り
ま
す
。

▼
投
票
日
時
…
９
月
30
日
㈰
午
前
７

時
～
午
後
６
時

　
投
票
日
に
投
票
所
に
行
け
な
い
人

は
、
期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

▼
期
日
前
投
票
の
期
間
お
よ
び
時
間
…

９
月
24
日
㈪
～
９
月
29
日
㈯
午
前
８

時
30
分
～
午
後
８
時

▼
期
日
前
投
票
場
所
…
元
市
民
会
館

お
よ
び
各
地
域
局
（
ど
こ
で
も
投
票
で

き
ま
す
。）

▼
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
…
郵

便
等
投
票
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

い
る
人
は
、
９
月
26
日
㈬
ま
で
に
投
票

用
紙
等
の
請
求
を
す
れ
ば
、
自
宅
で

郵
便
投
票
が
で
き
ま
す
。

　
郵
便
等
投
票
証
明
書
交
付
の
要
件

は
、
身
体
の
障
が
い
の
程
度
に
よ
り
厳

格
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
交
付
を
希

望
す
る
人
、有
効
期
限
が
切
れ
る
人
は
、

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
へ
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
選
挙
会
（
開
票
）
日
時
…
９
月
30
日

㈰
午
後
８
時
15
分
～

▼
選
挙
会
（
開
票
）
場
所
…
元
市
民
会
館

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
☎
�

０
２
５
５
）

 

岡
山
県
知
事
選
挙

10
月
28
日
が
投
票
日
で
す

　

11
月
11
日
で
任
期
満
了
と
な
る
岡

山
県
知
事
の
選
挙
を
、
10
月
11
日
㈭

告
示
、
10
月
28
日
㈰
投
票
の
日
程
で

行
い
ま
す
。

▼
投
票
日
時
…
10
月
28
日
㈰
午
前
７

時
～
午
後
６
時

　
投
票
日
に
投
票
所
に
行
け
な
い
人

は
、
期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

▼
期
日
前
投
票
の
期
間
お
よ
び
期
間
…

10
月
12
日
㈮
～
10
月
27
日
㈯
午
前
８

時
30
分
～
午
後
８
時
（
た
だ
し
、
各

地
域
局
は
10
月
20
日
㈯
～
10
月
27
日

㈯
）

▼
期
日
前
投
票
場
所
…
元
市
民
会
館

お
よ
び
各
地
域
局

※
右
記
の
場
所
で
あ
れ
ば
、
ど
こ
で
も

投
票
で
き
ま
す
。

▼
選
挙
公
報
…
選
挙
公
報
の
配
布
は
、

県
知
事
選
、
市
長
・
市
議
会
議
員
選

挙
と
も
に
新
聞
折
り
込
み
で
行
い
ま

す
。
新
聞
を
購
読
さ
れ
て
い
な
い
世
帯

の
人
は
、
市
役
所
、
各
地
域
局
、
各
地

域
市
民
セ
ン
タ
ー
に
選
挙
公
報
を
備

え
置
く
予
定
で
す
の
で
、
お
持
ち
帰
り

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
郵
送
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、

事
前
に
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
へ

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
☎
�

０
２
５
５
）


